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●
「
実
質
赤
字
比
率
」

福
祉
、
教
育
、
ま
ち
づ
く
り
な

ど
を
行
う
地
方
公
共
団
体
の
一
般

会
計
な
ど
の
赤
字
の
程
度
を
指
標

化
し
、
財
政
運
営
の
深
刻
度
を
示

す
の
が
「
実
質
赤
字
比
率
」
で
す
。

町
に
お
い
て
、
実
質
赤
字
額
は
あ

り
ま
せ
ん
。

●
「
連
結
実
質
赤
字
比
率
」

す
べ
て
の
会
計
の
赤
字
や
黒
字

を
合
算
し
、
地
方
公
共
団
体
全
体

と
し
て
の
赤
字
の
程
度
を
指
標
化

し
、
地
方
公
共
団
体
全
体
と
し
て

の
運
営
の
深
刻
度
を
示
す
の
が

「
連
結
実
質
赤
字
比
率
」
で
す
。

町
に
お
い
て
、
連
結
実
質
赤
字
額

は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
「
実
質
公
債
費
比
率
」

地
方
公
共
団
体
の
長
期
の
借
入

金
を
地
方
債
と
い
い
ま
す
が
、
こ

の
元
金
お
よ
び
利
息
の
支
払
い
を

公
債
費
と
い
い
ま
す
。
公
債
費
や

公
債
費
に
準
ず
る
経
費
は
、
す
ぐ

に
削
減
し
た
り
、
先
送
り
し
た
り

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

り
、
一
度
こ
の
経
費
が
増
額
す
る

と
長
期
間
に
わ
た
り
支
払
っ
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で

す
。
こ
の
経
費
を
指
標
化
し
た
も

の
が
「
実
質
公
債
費
比
率
」
で
す
。

町
の
比
率
は
10
・
５
％
で
す
。

早
期
健
全
化
基
準
は
25
・
０
％
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

●
「
将
来
負
担
比
率
」

地
方
公
共
団
体
の
一
般
会
計
の

借
入
金
（
地
方
債
）
や
将
来
支
払

っ
て
い
く
可
能
性
の
あ
る
負
担
金

な
ど
の
現
時
点
で
の
残
高
の
程
度

を
指
標
化
し
、
将
来
財
政
を
圧
迫

す
る
可
能
性
が
高
い
か
ど
う
か
を

示
す
の
が
「
将
来
負
担
比
率
」
で

す
。町
の
比
率
は
24
・
８
％
で
す
。

早
期
健
全
化
基
準
は
３
５
０
・

０
％
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
「
資
金
不
足
比
率
」

公
営
企
業
の
資
金
不
足
を
、
公

営
企
業
の
事
業
規
模
で
あ
る
料
金

収
入
の
規
模
と
比
較
し
て
指
標
化

し
、
経
営
状
況
の
深
刻
度
を
示
す

の
が
「
資
金
不
足
比
率
」
で
す
。

町
に
お
い
て
、
資
金
不
足
は
あ
り

ま
せ
ん
。


